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大洸ホールディングス株式に対する公開買付けに 
ついての合意の一部変更に関するお知らせ 

 
株式会社アエリア（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林祐介、以下「アエリア」）と大洸

ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：間瀬博行、以下「大洸ＨＤ」）

は、アエリアによる大洸ＨＤの株式に対する公開買付け（以下「本件公開買付け」）に関して、平

成 19 年 4 月 13 日に合意した内容について、平成 19 年 4 月 25 日に、以下のとおり一部変更いた

しましたので、お知らせいたします。 

 
１．合意の一部変更の内容及び理由 

 
（１）公開買付けの内容決定 

アエリアは、原合意に基づいて、大洸ＨＤ株式に対する公開買付け（以下、「本件公開買

付け」）の内容を以下の概要のとおり決定し、本件公開買付けを開始します。 
大洸ＨＤは、アエリアによる本件公開買付けが開始される場合、本件公開買付けに賛同す

る旨の取締役会決議及び意見表明を行います。 
（本件公開買付けの概要） 
(a) 買付け対象者   大洸ＨＤ 

(b) 買付けを行う株式等の種類 普通株式 

(c) 公開買付けの期間  平成 19 年 4 月 26 日から平成 19 年 5 月 28 日まで 

(d) 買付価格   １株につき 300 円 

(e) 買付予定株式総数  3,000,000 株 

応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部の買付けを

行わないものとします。また、応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合には、

応募株券等の全部または一部の買付けを行わないものとします。 

 
（２）石川清助氏による公開買付けへの応募数の変更 

平成 19 年 4 月 13 日の時点においては、大洸ＨＤの発行済株式総数の 27.1％を保有する石

川清助氏（大洸ＨＤ代表取締役会長）より、本件公開買付けが実施される場合、保有株式の



うち少なくとも 2,000,000 株について本件公開買付けに応募する旨の同意を得ておりまし

たが、今般、これを変更して、保有株式のうち少なくとも 4,500,000 株について本件公開買

付けに応募する旨の同意を得るに至りました。 

大洸ＨＤは現在、株式会社大阪証券取引所市場第二部に株式を上場しております。アエリ

アといたしましては、本件公開買付け後においても引き続き大洸ＨＤの上場を維持していく

方針ですが、本件公開買付けの後において公開買付者（アエリア）及び特別関係者(石川清

助氏を含む)を合算した株券等所有割合が３分の２以上となる可能性がある場合、本件公開

買付けにおける全部買付義務が発生し、大洸ＨＤが株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準

に抵触するおそれがあることを考慮して、本件公開買付けの買付け予定数は、3,000,000 株

を上限としております。 

石川清助氏が応募する旨合意した 4,500,000 株は、本件公開買付けにおける買付予定数で

ある 3,000,000 株を上回っておりますが、これは、本件公開買付けにおける応募総数が買付

予定数を上回った場合におけるあん分比例の方法により、石川清助氏より買い付ける株数が

応募数より減少することを考慮したうえで、前述のとおり、公開買付者及び特別関係者を合

算した株券等所有割合が３分の２以上となる可能性がある場合は、大洸ＨＤが上場廃止基準

に抵触するおそれがあることに配慮して、合意に至った株数であります 

 
２．本件公開買付けに関する詳細について 

 アエリアによる本件公開買付けの開始及び大洸ＨＤによる本件公開買付けに関する意見

表明に関する詳細については、各社より開示されるプレスリリース、公開買付届出書、公開

買付開始公告、意見表明報告書等にてご確認ください。 

 
３．当期の業績に与える影響 

 本件公開買付けが開始され成立した場合の、各社の当期業績に与える影響につきましては、

現在精査中であります。重要な影響があった場合には、速やかに各社より開示させていただ

きます。なお、持分法によるアエリアの当期業績への大洸ＨＤの業績の反映は、平成 19年
4月以降分からとなる見込みです。 

 
以上 


